
決議Ⅷ．24 

 227

決議Ⅷ.24 

国連環境計画の「多国間環境協定の遵守促進のためのガイドライン」 

及び「多国間環境協定実施に関する法律を各国で施行するため、及び同

法の違反防止への国際協力のためのガイドライン」 
 
 
1. 多くの締約国が、特に報告、モニタリング及び検証の分野における組織的能力と資源面で

の制約により、ラムサール条約などの多国間環境協定を実施する際に直面した困難に留意

し、 
 
2. 持続可能な開発に関する世界首脳会議の実施計画の段落 49が、リオ原則に基づき、特に

企業の責任と説明責任を積極的に果たすため、政府間協定や政府間措置の十分な策定と効

果的実施など、あらゆるレベルでの緊急の行動を求めていることを想起し、 
 
3. 国連環境計画（ＵＮＥＰ）管理理事会がその第 7回特別会合で、「多国間環境協定の遵守

促進のためのガイドライン」と、「多国間協定実施に関する法律を各国で施行するため、

及び同法の違反防止への国際協力のためのガイドライン」（決定 SSVII/4）を採択したこ
とを歓迎し、1;  

 
締約国会議は、 

 
4.  締約国に対して、ラムサール条約などの多国間環境協定への遵守を促進し支援するのに役

立つこれらのガイラインを、適切であれば、利用するよう強く要請する。 
 
5. ラムサール条約事務局に対して、多国間環境協定の遵守と履行に関する開発途上国の、特

に後発開発途上国と市場経済移行国の能力を強化するための活動に、ラムサール条約担当

の政府機関を加えるため、引きつづきＵＮＥＰの事務局長と協力するよう要請する。 

                                                 
1  次のサイトを参照：  http://www.unep.org/governingbodies/gc/specialsessions/gcss_vii/. 


